
   

※ 30分単位で使用できる。 延長も 30分単位でできる。 （ ）内は 30分料金 

※ 日置市外は，市内料金×2で算定する。                                   令和 5年 4月 1日より施行 
 

第 1 体育館・第 2 体育館 (武道館)・会議室 

使 用 区 分 

市   内 市   外 

1時間につき 
市 内 料金 ×2 

使用料 照明料 

専

用

使

用 

使用者が入場料を徴収しない場合 

アマチュアスポーツに使
用する場合 

児童・生徒 200  

一回路 

60 

400 

一回路 

120 

上記以外の者 400  800 

文化的催物に使用する場合 
(営利又は宣伝を目的としない) 

600  1200 

その他の場合 800  1600 

使用者が入場料を徴収する場合 

アマチュアスポーツに使用する場合 1200  2400 

文化的催物に使用する場合 
(営利又は宣伝を目的としない) 

1800  3600 

その他の場合 2400  4800 

一

部

使

用 

第

一

体

育

館 

卓   球 1 台 
児童・生徒 40（20） 

20（10） 
80（40） 

40（20） 
上記以外の者 90（45）  180（90）  

バトミントン 1 面 
児童・生徒 40（20） 

一回路 

60 

（30） 

80（40） 

一回路 

120 

（60） 

上記以外の者 90（45）  180（90）  

バレーボール 1 面 (全面) 
児童・生徒 120（60）  240（120）  

上記以外の者 250（125）  500（250）  

バスケットボール 1 面 (全面) 
児童・生徒 140（70） 280（140） 

上記以外の者 290（145）  580（290）  

上記以外の 

もの 

全面使用 
児童・生徒 140（70）  280（140）  

上記以外の者 290（145）  580（290）  

半面使用 
児童・生徒 70（35）  140（70）  

上記以外の者 140（70）  280（140）  

第

二

体

育

館 
(

武

道

館)
 

全面使用 
アマチュアスポーツに
使用する場合 

児童・生徒 60（30）  

150 

（75） 

120（60） 

300 

（150） 

上記以外の者 130（65）  260（130） 

その他の場合 1250  2500 

半 面 使 用 
アマチュアスポーツに
使用する場合 

児童・生徒 30（15）  60（30） 

上記以外の者 60（30）  120（60） 

その他の場合 630  1260 

会 議 室  160（80）            320（160） 

付 属 設 備 放 送 施 設 1回につき 220（110）  440（220） 

 

プ ー ル 

使 用 区 分 

使 用 料 備 考 

普通券 
(一人 1回) 

回数券 
(12枚綴り) 

３カ月 
パスポート 

６カ月 
パスポート 

年間 
パスポート 温泉施設・シャ

ワー施設及び照

明施設の使用料

を含む 

児童・生徒 
夏 季 160  1600  

2750  4950  8250  
冬 季 220  2200  

上記以外の者 
夏 季 320  3200  

5370  9670  16120  
冬 季 430  4300  

ロ ッ カ ー 10      

 

庭球場 

使 用 区 分 
市  内 

市  外 
1時間につき 

児童・生徒 1コート当たり 110  220 

上記以外の者 1コート当たり 220  440 

テニス以外 
(グランドゴルフ) 一人当たり 10  20 

 

日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター施設使用料一覧 

相 撲 場 

使用区分 
市  内 

市  外 
1時間につき 

児童・生徒 60 120 

上記以外の者 130 260 

 


